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【東海労を組織破壊者にでっち上げる集会を許さないぞ】

被告代理人の都合で「津崎裁判」第１回口頭弁論期日が取消された９月３日、

ＪＲ総連は大阪の地で集会を開催しました。ＪＲ総連はこの集会で、「謝罪・

撤回されている文書を意図的に宣伝活用して、ＪＲ総連を攻撃していることな

ど、ＪＲ総連の団結を破壊する東海労裁判や組織破壊攻撃を許さない」ことを

参加者全体で一致したとのことです。

【なぜ謝罪・撤回しなければならない文書を作成したのか！】

しかし「謝罪・撤回されている文書を意図的に宣伝活用して」とは、よく言

えたものです。そんなことよりも、私たちが知りたいことは、「謝罪・撤回」

しなければならない文書を誰が何の目的で作成して各単組に宣伝活用したのか

ということです。このことから目を逸らすためにＪＲ総連と被告津崎修氏は必

死になっているようです。

【仲間を騙して仲間を組織破壊者にでっち上げるなど許さない！】

私たち東海労は、「仲間を訴えるなどあり得ない」ではなく「嘘をついて仲

間を騙して仲間を組織破壊者にでっち上げるなど許さない」のです。

【第１回口頭弁論期日の引き延ばしは許さない！】

９月３日の第１回口頭弁論期日が取消され、再設定の調整をすすめてきまし

たが、被告代理人の都合で９月中の開催は実現できませんでした。従って、原

告（渡邊、小林）は被告（津崎）に対して、都合のいい日程を明らかにするよ

うに伝えました。すると返答があった期日は、１０月２５日（金）の１日だけ

でした。都合の悪いＪＲ東海労への統制処分優先・裁判引き延ばし以外の何も

のでもありません？？しかし、いつまでも逃げ続けることは出来ません。逃げ

られない法廷の場で真実をはっきりさせていきましょう！

被告（津崎）は裁判やる気なし！

集会だけでお茶を濁すＪＲ総連・貨物労組！


